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【手続補正書】
【提出日】平成24年9月4日(2012.9.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　５００℃超の高温環境に曝露されると酸化のためスウェリングを起こすセラミックマト
リックス複合材料とスロット（３２）内に挿入できる１以上の突出部とを含んでなる内部
領域（１４）、及び
　内部領域（１４）の被覆部の酸化スウェリングを実質的に防止する耐環境コーティング
（２２）
を備える高温シールであって、
　耐環境コーティング（２２）が内部領域（１４）の外面に、１以上の突出部の遠位端が
部分的に被覆されずに残り、残りの内部領域がコーティングで実質的に被覆されるように
配置されている、高温シール。
【請求項２】
　内部領域（１４）が炭化ケイ素セラミックマトリックス複合材料を含む、請求項１記載
の高温シール。
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【請求項３】
　前記セラミックマトリックス複合材料が連続繊維セラミックマトリックス複合材料を含
む、請求項２記載の高温シール。
【請求項４】
　前記突出部の遠位端の非被覆部が高温環境に曝露されると突出部の酸化スウェリングが
起こる、請求項１乃至請求項３のいずれか１項記載の高温シール。
【請求項５】
　前記高温環境がガスタービン内の高温ガス経路である、請求項１乃至請求項４のいずれ
か１項記載の高温シール。
【請求項６】
　内部領域（１４）が対向する長側面（１６）と対向する短側面（１８）で画成される略
長方形の断面を有しており、短側面（１８）の各々が前記突出部の遠位端をなす、請求項
１乃至請求項５のいずれか１項記載の高温シール。
【請求項７】
　短側面（１８）の各々が被覆されていない、請求項６記載の高温シール。
【請求項８】
　少なくとも１つの長側面（１６）が、短側面（１８）の近傍で内側に傾斜している、請
求項６記載の高温シール。
【請求項９】
　少なくとも１つの短側面（１８）が部分的に被覆されていて、非被覆部が短側面（１８
）の略中央で窓（５２）をなす、請求項６記載の高温シール。
【請求項１０】
　窓（５２）の非被覆部が高温環境に曝露されると突出部の酸化スウェリングが起こり、
窓（５２）が突出部に望まれるスウェリング量に基づく所定の寸法を有する、請求項９記
載の高温シール。
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